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定款の一部変更に関するお知らせ 

 
当社は、本日開催の取締役会において、2026年3月19日開催予定の 2025年 12月期定時株主総会に、定款の変更に

ついて上程することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 変更の理由 

当社は、創業以来「すべての人にインターネット」をコーポレートキャッチとして掲げ、インターネットインフラ事業を中心

としたサービスの提供を通じて、持続的な成長を目指してまいりました。 

近年の技術革新や事業環境の変化を踏まえ、AI・ロボティクスやサイバーセキュリティ領域における事業の拡大・拡充

を図るとともに、将来の事業展開の柔軟性及び経営の選択肢を確保する観点から、保険業及び少額短期保険業に関す

る目的を追加するものであります。 

 

2. 変更の内容 （下線は変更部分を示します） 
 

現行定款 変更案 

第１条～第２条  

条文省略 

第１条～第２条 
現行どおり 

第3条（目的） 

（1）～（6） 条文省略 

 

（７）AI（人工知能）を利用したサービスの企画、開発、制

作、提供、配信、保守、運営、販売並びにその受託 

 

 

（８）AI（人工知能）に関する技術の研究、企画、開発、販売

及び保守に関する業務 

 

第3条（目的） 

（1）～（6） 現行どおり 

 

（７）AI（人工知能）・ロボティクスに関する技術の研究およ

びこれを利用したサービスの企画、開発、制作、提供、配

信、保守、運営、販売ならびにその受託 

 

（８）サイバーセキュリティに関するアドバイザリーおよび社

会実装支援に関する業務 
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（９）～（20）条文省略 

 

（新設） 

 

（21）～（28）条文省略 

（９）～（20）現行どおり 

 

（21）保険業法に規定する保険業・少額短期保険業 

 

（22）～（29）現行どおり 

 

 

 

3. 日程 

定款変更のための株主総会開催日 2026年3月19日 

定款変更の効力発生日 2026年3月19日 

 

以上 


